
令
和
元
年
六
月
七
日
受
領

答
弁
第
一
九
四
号

内
閣
衆
質
一
九
八
第
一
九
四
号

令
和
元
年
六
月
七
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
浅
野
哲
君
提
出
託
児
所
に
お
け
る
補
助
金
適
用
の
範
囲
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
浅
野
哲
君
提
出
託
児
所
に
お
け
る
補
助
金
適
用
の
範
囲
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

待
機
児
童
の
解
消
に
つ
い
て
は
、
「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
二
〇
一
八
」
（
平
成
三
十
年
六
月
十
五
日
閣
議

決
定
）
に
お
い
て
、
「
待
機
児
童
問
題
が
最
優
先
の
課
題
で
あ
る
」
と
し
て
お
り
、
平
成
二
十
九
年
六
月
二
日
に
公
表
し
た

「
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
」
に
基
づ
き
、
令
和
二
年
度
末
ま
で
に
約
三
十
二
万
人
分
の
保
育
の
受
皿
を
整
備
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
。
そ
の
上
で
、
企
業
主
導
型
保
育
事
業
を
実
施
す
る
事
業
者
等
に
対
す
る
当
該
事
業
の
実
施
に
要
す
る
費
用
の
助
成
に

つ
い
て
は
、
新
た
な
保
育
の
受
皿
を
整
備
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
御
指
摘
の
「
事
業
所
内
保
育
施
設
」

に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
以
降
に
新
た
に
定
員
を
増
や
す
場
合
、
同
日
以
降
に
定
員
に
余
裕
が
あ
る
と
し
て

そ
れ
を
活
用
し
て
新
た
に
児
童
を
受
け
入
れ
る
場
合
（
そ
れ
ま
で
に
設
置
事
業
主
が
雇
用
す
る
労
働
者
の
監
護
す
る
児
童
以

外
の
児
童
の
受
入
れ
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
に
限
る
。
）
等
に
限
り
、
そ
れ
ら
に
要
す
る
費
用
を
当
該
助
成
の
対
象
と
し
て

い
る
と
こ
ろ
、
当
該
助
成
の
目
的
、
御
指
摘
の
「
事
業
所
内
保
育
施
設
」
に
は
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働

省
令
第
三
号
）
第
百
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
所
内
保
育
施
設
コ
ー
ス
助
成
金
に
よ
る
助
成
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合

が
あ
る
こ
と
等
を
総
合
的
に
勘
案
す
れ
ば
、
現
行
よ
り
も
対
象
を
拡
大
す
る
こ
と
に
は
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
考
え

一



て
い
る
。

二


